	地域活動応援事業補助金の注意事項等について



地域活動応援事業補助金の手続き上の注意点について、取りまとめましたので留意ください。

Ⅰ 経費について
	【１】上限のある対象経費


· 講師等謝金：1人1日当り3万円、合計15万円
· 講師等旅費：宿泊費含め合計10万円　※宿泊費は飲食代を含まない素泊まり料金
· 車両借上料：1台1日当り5万円、合計10万円

	【２】補助対象とならない経費


工事請負費、備品購入費（基本的に耐用年数１年以上のもの）、
飲食費、イベント等食材費、賞品・景品・記念品代、視察のための車両借上げ料、
団体会員人件費・活動旅費・保険料、日常的な活動経費、活動資材（ジャンパー等）、
交付決定前に発注・購入した経費、領収書のない経費＊①、事業に直接関係のない経費

	【３】領収書のない経費＊①は補助金の対象外です


· 領収書のない経費は、補助金の対象となりません。必ず領収書を準備してください。
· 銀行振込による支払の場合、振込伝票が領収書となります。
· 実績報告の際に、領収書の原本を確認します。確認できない場合は対象外となります。

	【４】領収書には必ず「団体名」の記載が必要です


· いかなる理由であっても宛名に「団体名」の記載がない領収書は利用できません。
必ず「団体名」を記載した領収書を受け取ってください。
· レシートに「領収書」のある記載がある場合も、そのままでは利用できません。
必ず店舗で、団体名を記載した領収書を受け取ってください。
· 銀行振込の場合も、必ず団体名で振り込んでください。
· 団体名とは「交付決定をうけた団体名」です。団体名は省略せず正式名称での記載が必要です。

	【５】領収書は領収金額、品名・単価・個数の支払い内容、領収日、領収者名・住所等領収者が特定できる記載が必要です


· 領収書の但し書きには、支払内容が分かる記載が必要です。
「一式」等の記載の場合は、明細書や請求書など内容がわかる書類を添付してください。
· 銀行振込の振込伝票には、必ず内容が分かる書類を添付してください。

	【６】クレジットカード等による支払は行わないでください


· 補助金は、団体の活動を支援するために交付するもので、特定の個人の利益をはかるものではありません。
このため、ポイントが付与されるクレジットカードでの支払は認めておりません。
また、同様にポイント等が付与される方法（例：あいカード）での支払いも行わないでください。
· 対象外経費ついては、クレジットカード等の利用制限はありません。
	【７】インターネットでの物品購入等は、ほとんどが対象外経費となります


· インターネットでの物品購入等は、ほとんどの場合で「団体名の領収書」が発行されません。
· また、多くのショッピングサイトはポイントが付与されます。（例：Amazon、楽天）
このため、ほぼすべてが対象外経費となりますのでご注意ください。
· プリントパック等、一部、団体名での請求書・領収書等を作成可能なものがあります。
この場合、以下の条件を満たせば補助金の対象となります。
1 団体名での見積書・請求書・領収書があること
2 銀行振込による支払で、支払伝票があること（クレジットカード支払不可）

	【８】講師等旅費・謝金について


· 講師等旅費の領収書は、次の２点のいずれかが必要です。
(1) 団体が交通機関・宿泊施設等を手配し、直接支払った場合
各交通機関・宿泊施設等の領収書
· 領収書の宛名は団体名となります。（講師等名のものは不可）
クレジットカード等の使用制限の対象となります。
(2) 団体が講師等に旅費を支払った場合　次の①と②の両方が必要
1 講師等が発行する領収書（宛先は団体名）
2 講師等が交通費を支払ったことを示す領収書（宛先は講師等。写しで可）
この場合、講師等が自分名義のクレジットカード等で購入することは差し支えありません。
· ①と②が同額でない場合は説明資料を添付してください。
内容によっては①と②の差額について対象外経費とする場合があります。
· 講師等旅費の補助対象経費は、次のとおり算定します。
団体が支払った旅費（Ａ）と兵庫県旅費規程に基づき算定した額（Ｂ）のいずれか少ない額が補助対象経費となります。（上限100,000円（宿泊費含む・素泊料金））
なお、Ａ＞Ｂの場合、対象経費にＢを計上、差額は対象外経費へ計上してください。
· 兵庫県旅費規程（上記Ｂ）については、次のとおり取り扱います。
· 実際の経路や交通機関にかかわらず、公共交通機関を利用したものとして計算します。
また、宿泊料金も規定額とし、日数は県が合理的と認める日数で計算します。
（当日に到着・出発できると思われる場合は宿泊日数を減ずる場合があります。）
· 講師等の自宅から目的地までの往復で計算します。（宿泊地等への移動は含みません）
· 具体的な金額は県民局までお問い合わせください。
· 旅費を謝金に含めて支払う場合は、謝金として取り扱うため交通機関の領収書は不要です。ただし、上限額は謝金の上限額となります。（１件30,000円・合計150,000円）
· 講師謝金は、社会通念上相応と思える額で支出をしてください。

	【９】外部発注経費について


· 外部発注経費（委託費・印刷代等）が総事業費の半分を超えた場合、補助金を請求することができません。


Ⅱ 実績報告書について
	【10】提出書類


· 補助事業実績報告書（様式№６）
· 地域活動応援事業 実績報告書（様式№７）
· 収支決算書（様式№８）
· 領収書総括表（様式№９）
· 対象経費の領収書（写）　※実績報告確認時は、領収書の原本を確認させていただきます。
· 成果物（チラシ、ポスター等）（原本）
· 事業内容が分かる写真

	【11】提出期限


事業完了から30日以内（3月中に事業完了する場合は3月31日まで）
· 完了予定日前に完了した場合は、実際の事業完了日から30日以内に提出が必要
（例）申請時の完了予定日R9.2.28、実際の完了日R8.11.28 → R8.12.28までに提出
· 提出後、修正をお願いする場合があり、時間を要しますので、事業と並行して実績報告書類作成及び30日以内よりも早い段階での提出をお願いします。

	【12】提出方法


実績報告書、収支決算書、領収書等について、担当者が確認及びヒアリング等を行いますので、事前にデータ送信のうえ、関係書類・領収書の原本をご持参ください。

	【13】地域活動応援事業 実績報告書（様式№７）


· A4用紙２ページ程度にまとめてください。

	【14】収支決算書（様式№8）と領収書総括表（様式№9）


· 領収書総括表には、対象経費となるもののみを記載してください。
· 領収書総括表の小計と収支決算書の対象経費の項目がリンクするように記入してください。
· 行が不足する場合は、追加してください。
· 補助対象経費の合計が補助金交付決定額を下回る場合は、補助金額が減額となります。
（例）補助金交付決定額：10万円
　　　補助対象経費合計：9万円　→　補助金額9万円に減額して作成ください。

	【15】成果物


· パンフレットやチラシ等の成果物を添付してください。（ポスター・看板等は写真可）
· 補助金を活用して作成した印刷物は必ず現物を添付してください。
· チラシ、ポスターには、必ず補助金を活用している旨を記載してください。

	【16】写真


· 事業内容が分かる写真（プリント又はデータ）6枚程度をA4用紙に貼り付け、撮影日と内容を記入したものを添付してください。（会員等の集合写真は添付不要）
· 実績報告集を作成し県のホームページに公開するため、個人情報保護の観点から掲載可能な写真を添付してください。

	【17】事業の完了日


· 令和9年2月28日（日）までに事業を完了してください。
（主たる事業を3月に実施する場合のみ3月13日（土）までに事業完了）
· 事業完了日は、イベント・会議等を終え事業経費の支払いを全て終えた日です。

Ⅲ 事業を中止した場合
	【18】事業を中止した場合


· 事業を中止した場合「補助事業中止（廃止）承認申請書」を提出してください。
· 事業中止の場合は補助金の交付がされませんので、あらかじめご了承ください。
（すでに支払済の経費に対しても交付されません）

